
様式1　　【運営実績評価】

令和元年7月25日

施　設　名

施設所管課

指定管理者名

１　指定管理者が行う業務

委託業務の
内容

２　施設の利用状況等 （単位：人）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

30年度 193 189 193 193 204 191 193 195 195 183 191 187 2,307

29年度 195 202 199 193 207 193 190 184 193 185 193 195 2,329

28年度 198 200 200 210 234 197 199 195 174 189 185 189 2,370

27年度 199 203 199 199 229 203 205 204 198 202 192 195 2,428

26年度 193 196 190 192 227 197 197 198 197 193 189 198 2,367

25年度 205 200 199 202 221 197 192 195 197 197 194 195 2,394

（単位：千円）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

30年度 38,409 35,691 37,480 37,567 36,499 33,737 38,433 37,455 34,882 33,461 34,237 35,858 433,709

29年度 38,809 38,601 41,296 38,453 37,445 35,757 35,854 35,992 35,952 31,226 34,009 37,589 440,983

28年度 36,337 35,440 36,940 42,508 37,234 36,433 38,946 34,291 33,369 34,756 34,432 39,225 439,911

27年度 36,044 40,307 63,364 30,157 18,674 38,651 38,557 35,331 35,760 34,875 34,908 38,212 444,840

26年度 38,060 34,423 36,762 37,318 33,206 35,376 38,859 34,351 34,196 34,642 34,577 37,413 429,183

25年度 37,092 35,660 35,299 38,576 34,697 33,652 41,523 32,356 35,488 34,266 35,070 32,608 426,287

３　利用者からの意見への対応

利用者意見の
把握方法

①施設の管理に関する業務
②施設の維持管理に関する業務
③施設の利用の許可に関する業務
④施設の利用料金の収受に関する業務

県からの
委託料

平成25年度　67,000千円
平成26年度　67,700千円
平成27年度　67,700千円
平成28年度　67,700千円
平成29年度　67,700千円
平成30年度　67,700千円
平成31年度　67,700千円

指　定　管　理　者　管　理　運　営　状　況　検　証　調　書　①

所在地

指定期間

香川県ふじみ園
香川県ふじみ園福祉ホーム

社会福祉法人　香川県社会福祉事業団

丸亀市飯山町東坂元3667番地

平成25年４月１日～
令和２年３月31日

健康福祉部障害福祉課
施設所管課

連絡先
総務・県立施設Ｇ
087-832-3291

利用者及び保護者に対するアンケートを実施するほか、利用者自治会や保護者会総会、保護者連絡会に参加し意見を聞
くとともに、保護者との間で連絡ノートを活用する等により、日常的に利用者の意見や希望の把握に努めている。（利
用者アンケート実施：H2８及び30年度、保護者アンケート実施：H30年度）

利用者数
（稼働率）

利用料金収入
（使用料）



対応状況

利用者からの積極的な評価

保護者アンケートでは、支援計画などサービス内容について評価されているほか、スプリングフェスタや県外旅行などの行事、週5日又
は6日の入浴、夏期のプール利用についても好評である。施設全般の老朽化に対応したバリアフリー化改修の取組についても評価されて
いる。
また、定期的に保護者会総会や保護者連絡会への参加や連絡ノートの活用など、さまざまな機会を通じて意見聴取や支援サービスの向上
に努めており、個別支援計画策定時等においても、支援計画や行事等について積極的な評価が得られ、ふじみ園の利用継続を望む声が多
く、良好な評価を得た。

利用者アンケートでは、利用者に対する適切な呼称や支援員が話を聞いてくれるとの声のほか、園芸など作業が楽しい、園での生活が楽
しいという回答があった。

給食がおいしくない、自分の好きなメニューにしてほしい
など、利用者から給食の改善を求める意見がある。

利用者から給食の改善を求める意見があるため、メニューの見直しに
努めているほか、県において厨房・食堂の改築計画が具体化し、保護
者から高く評価されている。

利用者や保護者から、県外旅行や外出については高い評価
を得ているが、もっと増やしてほしいとの意見がある。

利用者や保護者から、県外旅行や外出については高い評価を得ている
が、もっと増やしてほしいとの要望もあるため、体調等も勘案しなが
ら、グループ外出や買い物外出の機会を増やしている。

利用者からの苦情･要望

苦情解決制度に基づく苦情申出件数：25年度1件、26年
度1件、28年度1件、30年度2件

施設の老朽化に伴う懸念やバリアフリーなどの要望があ
る。

施設の改築や改修ついては、県において厨房・食堂の改築計画や屋根
防水改修工事の計画が具体化し、評価されている。
利用者の重度化、高齢化に伴うバリアフリー化改修工事についても、
保護者会総会や保護者連絡会において具体的に説明し、理解や協力を
得て進めている。

苦情解決制度実施要綱に基づき、苦情受付後速やかに内容を検討し、
苦情解決検討委員会を開催し対応を検討したうえで、書面と口頭で説
明し、納得を得ている。また、外部委員から適宜助言を受け、結果に
ついて報告するほか、処理状況をホームページに掲載している。併せ
て職員に対しても周知し情報共有に努めている。



４　管理運営状況の評価

項　　目
人事･行革
課の評価

法令等の
遵守等

防災環境委員会を中心に、事故防止
等各種マニュアルに基づき、ヒヤリ
ハット対策や安全カメラ、赤外線セ
ンサーの設置のほか職員の防犯訓練
や消防署・団と合同での防火訓練の
実施、地域の防災避難訓練に参加等
により安全確保に努めている。

県からの貸付物品については、貸付
契約に基づき、善良なる管理者の注
意をもって適正に管理しており、毎
年度末に管理状況を県に報告してい
る。
固定資産については、固定資産管理
責任者を置くとともに、固定資産管
理台帳を備え、毎年度末に照合する
など、適正に管理している。

県からの貸付物品については、年度
末に県の確認を受けており、適切な
管理に努めている。
また、ふじみ園保有備品について
も、固定資産管理台帳に登載し、定
期的に職員による現品確認を行っ
て、理事長まで報告する等適切な管
理に努めている。

適正な管理運
営の確保の状

況

法令等の遵守

物品・備品管
理

施設の総合維持管理業務を専門業者
に委託しており、専任職員が週１回
来園して点検等を行うなど、適切な
維持管理業務を行っている。

防災環境委員会において、避難訓練
の計画や事故防止対策についての検
討を行い、避難訓練や消火訓練を定
期的に実施している。
施設内の共用部分には「安全カメ
ラ」を設置するとともに、屋外には
赤外線センサーや防犯カメラを設置
し、利用者の安全確認を行ってい
る。
また、地域の防災避難訓練にも参加
している。

施設所管課の評価

労働関係法令や福祉関係法令等を遵
守するとともに、再委託について
は、事前に県の承認を受け適切に実
施している。

法令、運営規程等に基づき、重度障
害者の高いニーズに応え、施設入所
支援や日中の生活介護サービスを提
供している。
また、中程度障害者に対して、施設
入所支援に加え、日中支援サービス
として生活介護、就労継続支援B型
など多機能型サービスを提供し、
個々の障害者の特性に応じたサービ
スを提供している。
さらに、相談支援センターにおい
て、障害者に対して幅広い相談に応
じるほか、発達障害者支援や障害児
に対する療育等支援事業を実施して
いる。

コンプライアンス責任者（園長）を
置き、労働・福祉関係法令等を遵守
し、利用承認等も適切に行ってい
る。特に、社会福祉法に則った適切
な会計処理を行うため、職員の規範
意識の徹底や内部牽制機能、税理士
や監事によるチェック体制の強化な
ど、社会福祉法人としてのコンプラ
イアンスの向上を図っている。
専門性の高い、施設の維持管理等に
関する業務については、事前に県の
承認を得て再委託している。また、
業務の実施に当たっては、暴力団排
除条項を契約書に明記するなど適正
に執行している。

指定管理者による自己評価

A

細項目

利用許可

建物・設備の
保守点検及び
維持管理

関係法令を遵守し、年間計画に沿っ
た定期的な保守点検を実施してお
り、緊急時においても迅速に対応で
きる体制を整備しているほか、建
物、設備等の必要な修繕を行うな
ど、適切な維持管理に努めている。

A

A

待機者はあるが受付け順に入所させ
ており、調整等は行っていない。法
令等に基づき、適切かつ迅速な利用
許可を行っている。

安全性の確保

A



項　　目
人事･行革
課の評価

施設所管課の評価指定管理者による自己評価細項目

労働関係法令
遵守の状況 A A

危機管理マニュアルを作成し、関係
機関との緊急時の連絡体制を定めて
いるほか、火災時における自衛消防
隊（夜間・日中）の編成、職員の緊
急連絡網の整備を図っている。
また、不審者対策として非常通報機
器の設置、総合施設維持管理委託業
者への連絡体制など、緊急時におけ
る必要な体制を整備している。

利用者サービ
スの維持向上

の状況
A

おおぞら（重度）は、定員上限の入
所。だいち（軽度）は入所が減少傾
向にあるが、通所は増加している。
平成30年度に利用環境改善等のた
めの定員の見直しを行った結果、だ
いちの生活訓練及び就労移行支援以
外は、ほぼ定員どおりの利用となっ
ている。
相談支援事業所は、地域のニーズが
高く、他施設に比べて多数の相談に
対応している。

県からの指示事項については、常に
的確に対応できている。

障害者総合支援法に基づく支援員
（介護、訓練、看護関係職員）配置
基準に沿って職員を配置している。
重度化、高齢化した利用者の処遇に
対応するため、おおぞら（重度棟）
については、配置基準を上回る職員
を配置している。

緊急時の体制

個人情報の保
護

労働基準法等労働関係法令を遵守
し、法令に基づいた就業規則や給与
規定を制定し、適切に運用してい
る。法令の適合性や適切な運用を確
保するため、適宜、社会保険労務士
の指導助言を受けている。
また、衛生委員会を毎月開催し、産
業医の指導の下職員の健康や職場の
衛生環境の向上に努めている。

労働関係法令

県の指示事項
への対応

「個人情報保護に関する規程」及び
「情報公開に関する規程」に基づ
き、個人情報の適切な収集、利用、
管理、提供、公開等に努めている。

「おおぞら」は、重度障害者の生活
介護、入所支援サービスを行い、
ニーズが高い。
「だいち」は、日中サービスの「生
活介護」や「就労継続支援B型」の
ニーズが高い。利用期限のある「生
活訓練」及び「就労移行」サービス
は、旧「授産」利用者の地域移行の
役割を終えて、二ーズは減少してい
るが、施設入所支援と併用利用され
ている。
相談支援センターは、地域の障害者
のニーズは高い。

職員配置

危機管理マニュアルを策定し、関係
機関との緊急時の連絡体制を定めて
おり、火災時における自衛消防隊を
編成するとともに、職員の緊急連絡
網を定めている。
また、不審者対策として非常通報機
器を設置し、県警との直接連絡体制
が取れるよう整備している。

障害福祉サービスの提供に支障が生
じることのないよう法令等に基づき
必要な人員・資格者等を適切に配置
している。利用者の重度化高齢化が
進んでいるため、支援員の加配や作
業療法士、臨床心理士による専門的
な支援を実施している。
相談支援センターでは、地域のニー
ズがますます高まっており、中西讃
の拠点としての役割を果たすべく、
専門性の高い人員を配置して、体制
整備と人材育成に努めている。

県からの指示事項については、迅速
かつ適切に対応し、理事会及び評議
員会に報告している。

A

36協定は職員代表と締結してい
る。労働基準法等労働関係法令を遵
守し、法令に基づいた就業規則や給
与規定を制定し、適切に運用してい
る。
社会保険労務士と契約を締結し、労
働関係問題（労務管理、ハラスメン
ト、職員研修等）について助言や指
導を受けるなど適切な対応を行って
いる。
また、衛生委員会を毎月開催し、産
業医の指導の下職員の健康や職場の
衛生環境の向上に努めている。

利用者数の状
況

個人情報に係る書類等は、金庫等に
おいて厳重に管理している。
施設において、個人情報保護の取扱
い規程を定め、適正に取り扱ってい
る。



項　　目
人事･行革
課の評価

施設所管課の評価指定管理者による自己評価細項目

2年に1回、利用者アンケートを実
施し、結果は施設内に掲示するとと
もに保護者等へも報告している。
また、平成30年度には保護者に対
するアンケートも実施し、結果を保
護者等に報告している。
アンケートに記載された要望等の意
見は、以後の支援の改善等に活かし
ている。

利用者や保護者アンケートのほか利
用者自治会や保護者会における意見
聴取や連絡ノートの活用などを通じ
て意見や要望を園内で分析し、サー
ビス改善に努めており、評価を得て
いる。

経費節減の取
組

収支の状況
A

毎月末日における月次試算表を作成
し、収支の状況を把握するととも
に、その分析や原因究明を行い、経
営管理委員会等で今後の運営につい
て協議している。また、毎年度の監
事監査により、計算書類及び財産目
録の確認と照合を行うなど、適切な
収支状況の把握に努めている。

就労関係事業については、特別支援
学校への訪問や各種支援機関等への
情報提供等により、利用促進を図っ
ている。
また、短期入所や日中一時支援事業
については、相談支援センターや各
市町関係機関との連携により、利用
促進を図っている。

予算の計画的かつ適正な執行管理に
努めるとともに、競争原理の導入や
省エネの取組、物品のリサイクル等
による職員の意識改革、職員による
環境整備の実施など、日々、経費の
節減に取り組んでいる。

収支の状況の
把握

各寮と管理棟玄関に苦情箱を設置す
るとともに、電話等による苦情も受
付けている。
苦情の申し出があった場合は、苦情
解決委員会に諮って対応を検討し、
その結果はHPで公表している。

毎月の経営管理委員会において、試
算表や収支分析等を行っている。
また、監事に対しては、3ヶ月に1
回経営管理委員会の状況について報
告をしている。

県の会計基準に準じて、100万円
以上の契約については、一般競争入
札により行っている。
また、管理経費削減のため、管理棟
以外の清掃、草刈りや園内の剪定は
職員等で行っている。

苦情等への
対応

広報、ＰＲ、
情報提供の実
施

A

各種事業･
プログラムの
内容

HPでは、行事予定や園芸苗の販売
情報などを掲載し、園のPRに努め
ている。
公益的取組みとしては、在宅高齢者
や障害者を対象とした、ふれあい訪
問事業、寄せ植え教室、居場所づく
り事業、料理教室、地域交流フェス
タの開催などを行っている。

利用者満足度
調査

特別支援学校や各種支援機関等との
情報交換や地域交流行事のほか、広
報誌を活用して支援内容を周知して
いる。
また、相談支援センター事業を通じ
た市町関係機関との連携や、短期入
所・日中一時支援事業受け入れ等を
通じて利用促進に努めている。

利用促進

入所支援施設に加え日中支援として
多機能型サービスを実施し、障害者
の特性に応じた支援を行うほか、相
談支援センターや福祉ホーム、グ
ループホームを併設し、地域の中核
施設として障害者の幅広いニーズに
応えている。

入所支援に加え日中支援として多機
能型サービスを実施している。また
相談支援センターや福祉ホーム、グ
ループホームを併設し、地域の中核
施設として地域のニーズに応えてい
る。

各寮と管理棟玄関に苦情箱を設置
し、苦情の申し出があった場合は、
速やかに状況を確認後、苦情解決検
討委員会を開催し、必要に応じて第
三者委員の助言も得て、説明するな
ど、申出者の理解を得ている。ま
た、処理結果について、第三者委員
に報告するほか、結果を分析して
ホームページに掲載している。

ホームページ、広報誌「ふじみ園だ
より（年４回発行）」、パンフレッ
ト、リーフレット、寮新聞等を活用
し、サービス内容、活動状況、行事
予定等の情報提供やＰＲを行ってい
るほか、地域における公益的取組や
年2回の地域交流行事の開催等によ
り、利用者、保護者、地域住民の理
解と協力のもと、利用者サービスの
維持向上に努めている。



項　　目
人事･行革
課の評価

施設所管課の評価指定管理者による自己評価細項目

《評価指標》 Ｓ：従前の管理水準や仕様書等に定める水準を上回っている。
Ａ：従前の管理水準や仕様書等に定める水準を実施している。
Ｂ：従前の管理水準や仕様書等に定める水準を概ね実施しているが、一部改善を期待する部分がある。
Ｃ：従前の管理水準や仕様書等に定める水準を下回っている。

人事･行革
課の評価

A A

《評価指標》 Ｓ：適正であり、優れた実績をあげている。
Ａ：適正である。
Ｂ：概ね適正であるが、一部改善を期待する。
Ｃ：改善が必要である。

施設の管理運営については、適切に実施されており、関係法令を遵守し
た対応がなされている。
利用サービス水準の維持・向上については、入所サービスのほか、就労
支援、相談支援、福祉ホームなどのサービスを提供する等、地域の中核
として高い水準のサービスを提供している。また、地域に開かれた施設
として、地域住民との交流にも力を入れている。

施　設　所　管　課　の　評　価

総　合　評　価

毎月、顧問税理士の検査を受けてい
るほか、３ヶ月に１回監事（公認会
計士）による業務及び財産状況調査
を行っている。
また、統括会計責任者（園長）、会
計責任者（次長）、出納員、会計職
員３名を置き、適正な会計処理に努
めている。
印鑑や預金、現金の管理は責任者を
定め、適切に管理している。

会計処理の状
況

社会福祉法人会計基準、経理規程等
に基づき、統括会計責任者、会計責
任者、出納員及び会計職員を置き、
日々適正かつ正確に会計処理してい
る。また、毎月、顧問税理士による
試算表のチェック及び指導助言を受
けているほか、３月ごとに監事（公
認会計士）による業務及び財産状況
調査を実施している。
また、現金、預金通帳、印鑑等につ
いては、それぞれ保管責任者を置
き、適切に保管している。


